
大洗燃料研究棟における汚染に係る報告書についての確認事項への回答

平成 30 年 1 月 25 日 
日本原子力研究開発機構

№ 確認事項 回答

1 機構は汚染検査のガイドラインを定めるとしているが、核燃料サイ

クル工学研究所における肺モニタ測定に関しては、何か改善したの

か。
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2 直接原因④の対策である教育（放射線分解によるガス圧の～）の内

容や教育対象者範囲と実施及び評価の状況について。
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3 直接原因⑨の対策である、ホールドポイントを明確にする作業計画

書の具体例（過去のものなど）。
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4 燃研棟(及び各拠点)がグリーンハウスを設置するような事故を想定

していなかった（準備・訓練していなかった）ことに対し、確認し

た事実と改善策について詳しく質問したい。

例）どこまでの事故は想定していたのか、保安規定や社内規定上問

題は無かったのか等

5 グリーンハウスの設置及び身体除染の訓練を継続して行う計画が

あるのか。
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6 根本原因の、上級管理者に対する対策について、「燃料研究棟の汚

染事故等を受けた緊急安全点検において実施している所長による

作業計画書等の確認を今後各部長が継続して定常的に実施するこ

とを品質目標に明記する。」のうち作業計画書等の確認は、どのよ

うなことを行っているのか。

別添 5 

7 「大洗研究開発センター燃料研究棟における汚染に関する原因分

析チーム」と「大洗研究開発センター燃料研究棟汚染事故に関する

根本原因分析等評価委員会」のメンバーに対する、（原因分析に係

る）力量評価の内容及び、中立性について。

1 月 24 日

面談資料

8 管理基準及びガイドラインについては、保安規定とどう関係付ける

のか。
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9 原因究明、被ばく評価、管理基準やガイドライン等について、原子

力機構内における技術的観点をどのような検討プロセスを経て策

定されているのか。

別添 7 
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特殊モニタリングにおける肺モニタ測定に関する改善について

大洗燃料研究棟での内部被ばく事故の当日核燃料サイクル工学研究所で実施した肺モニタ測定につい

て、体表面汚染の影響を適切に考慮した測定結果の評価・公表が行えなかったことから、再発防止のため

関連する手順書について以下の通り改訂を行った。

［改訂した手順書］

手順書名：個人被ばく管理手順書「内部被ばくに係る特殊モニタリング」放 M-線計-個評 2-002 
文書の位置付け：保安規定に基づく核燃料サイクル工学研究所放射線管理部品質管理要領書に

おける三次文書

［改訂日］

平成 29 年 12 月 1 日 
［改訂の内容］

（1）体外計測時の身体汚染の有無について、従来は放射線管理員等への聞き取りにより確認する手順

としていたが、これに加え体外計測の直前にサーベイメータによる実測で再確認する手順を追加し

た。また記録様式にも汚染検査結果を記載する欄を設けた。

（2）プルトニウムの摂取事象（おそれを含む）発生後速やかに実施する肺モニタについては、キレー

ト剤投与等の医療措置の検討が主目的であること等を明確化するための図を追加した（下図）。

図 プルトニウム摂取のおそれがある場合のモニタリング及び医療措置検討のフロー

以 上

鼻スミア
（摂取後速やかに）注1）

特殊モニタリング
不要と判断

肺モニタ
（摂取後速やかに）

便・尿バイオアッセイ
（摂取後5日間（基本））

検出下限値以上

医療措置の検討
（キレート剤投与等）

内部被ばくによる預託実効線量の評価

肺モニタ
（摂取3日後）

記録レベル以上

数値を記録 記録レベル未満と記録

Yes

No

No

Yes No

注2）

注1）事象発生後、速やかに試料が採取されな

い場合等においては、検出下限値以上とし
て取り扱うことがある。

注2）預託実効線量は、便バイオアッセイの結
果を基本に、肺モニタや尿バイオアッセイ
の結果も含めて総合的に評価する。

検出下限値以上

肺モニタ終了

Yes
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今回発生した事故に関する原因と対策に係る教育について 

【確認事項 No.2】 

直接原因④の対策である教育（放射線分解によるガス圧の～）の内容や教育対象者範囲と実施及

び評価の状況について。 

１．教育内容 

・プルトニウムとはどのような物質か 

・プルトニウムの放射線の種類と特徴 

・臨界管理 

・化学的安定性 

・有機物との反応 

・プルトニウム粉末の挙動 

・保管および貯蔵 

２．教育実施日 

平成２９年１１月１３ ～ １５日 

３.対象者

福島燃料材料試験部従業員 ５１名 

４.評価

・講師から受講者に対して口頭質問を行い、理解が得られていることを確認

・教育後に理解度確認テストを実施し、理解が得られていることを確認。

・教育後のアンケートよりおおむね理解していることを確認

上記を通して教育が有効であることを確認した。

今後、継続的に教育を計画し、実施していくこととした。

以 上 
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燃料研究棟作業要領の改正概要について

 燃料研究棟における汚染についての直接原因⑨の対策として、以下の事項について「燃料

研究棟本体施設・特定施設共通作業要領№3 燃料研究棟における作業区分」に明確化する改

正を行った。

【明確化する事項】

・リスクを回避するため手順と異なる事象が発生した場合や異常の兆候を確認した場合

に作業を停止するホールドポイント（作業中断）を作業計画で明確化する。

直近の作業計画書例

別紙：非定常作業計画書「108 号室における施設、設備及び汚染固定箇所の点検作業（H29
年度第 4 四半期）」抜粋 

 以 上
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別紙
非定常作業計画書「108号室における施設、設備及び汚染固定箇所の点検作業
（H29年度第4四半期）」抜粋
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グリーンハウスの設置及び身体除染の訓練の実施について

１．訓練の目的

 大洗研究開発センター燃料研究棟における汚染事故を教訓として、身体汚染が発生した

場合に迅速かつ的確な対応が図れるようになることを目的として、対象となる全拠点にお

いて、グリーンハウス（以下「GH」という。）の設置及び身体除染の訓練を継続して実施

している。

２．平成 29 年度の訓練実施について 
（１）訓練対象施設の考え方

平成 29 年度においては、身体汚染が発生し、GH の設置が必要となる可能性のある施

設について、施設の重要度、施設の事故時対応体制、核燃料物質等の取扱量及び取扱

方法（非密封の有無）、施設の運転計画を考慮しながら、①優先して実施する施設、②

早期に実施する施設、③今後計画的に実施する施設に区分して訓練を実施してきてい

る。

（２）実施時期

①優先して実施する施設 ：平成 29 年 11 月 10 日までに実施済 
②早期に実施する施設 ：平成 29 年 11 月 30 日までに実施済 
③今後計画的に実施する施設：平成 30 年 3 月末までに実施予定

（３）訓練の着目点

①GH の各部品を手順どおりに組立て、養生シートを取り付けるなどの一連の作業が

確実かつ迅速に行えること。

②完成後の GH は汚染拡大防止の機能が十分に満足できるものであること。

③組立てに際しては、必要な人員により確実に可能な限り短時間で行われること。

④除染資機材（除染キット、除染用シャワー）の準備が迅速に行えること。

⑤身体除染について、汚染の拡大等を生じさせずに実施できること。

⑥GH の設置場所及びシャワーによる身体除染訓練は管理区域内で実施し、緊急時を

想定した対応が行えること。

３．今後の訓練計画について

 平成 30年度以降においても、本訓練について、各拠点の毎年度の訓練年間計画及び訓

練中期計画（3年～5 年）の中に組み込み継続して実施し、事故時に対応できる作業員の

数を増やすとともに、作業員の事故対応のスキルアップを図るなど、継続した改善に取り

組んでいく。 

以 上
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作業計画書等の確認及び品質目標の改定について 

【確認事項 No.６】 

根本原因の、上級管理者に対する対策について、「燃料研究棟の汚染事故等を受けた緊急安全点検

において実施している所長による作業計画書等の確認を今後各部長が継続して定常的に実施する

ことを品質目標に明記する。」のうち作業計画書等の確認は、どのようなことを行っているのか。 

１．作業計画書等の確認の概要 

大洗研究開発センターの各部において部長自らが手順書・作業計画書の点検を実施し、その

結果を所長及び安全担当副所長が確認・承認し、担当役員の確認を経て、個別の作業を実施し

ている。 

手順書・作業計画書の点検項目を以下に示す。 

①計画書に曖昧さ（作業者の判断に委ねるような記述）がないこと

②安全に係わるホールドポイントが明確になっていること

③不測の事態が発生した旨の連絡を受けた管理者の対応が明確になっていること

④作業者の力量が確認されていること

平成２９年９月１１日に所長が点検を指示し、平成３０年１月１９日までに１００７件の作

業（機構自ら実施するもの及び外部に発注し実施するもの）について確認した。 

２．品質目標の改定について 

平成２９年１１月２７日の品質保証推進委員会において、燃料研究棟における汚染事故に関

する原因分析結果を踏まえた品質目標の改定を審議し、承認された（所長承認日：平成２９年

１１月２８日）。 

当該改定で追加した品質目標を以下に示す。 

品質目標 

（実施方策） 

品質方針

との対応 
管理尺度 目標値 

達成レベル 

(達成のための施策) 

4.品質マネジメントシ

ステムの更なる改善 

（4）作業要領、手順書に

ついて、安全に係る

ホールドポイントを

マニュアル類に反映

する。 

＜実施部署：各部＞ 

1.安全確

保を最優

先とする。 

①マニュ

アル類の

改定の実

施 

マニュア

ル類の改

定の完了

(H29 年度

末) 

緊急安全点検で確認した作業要

領、手順書（以下、「マニュアル

等」という。）について、安全に

係るホールドポイント、不測の事

態が発生した場合の対応につい

て、マニュアル類に反映する。 

また、燃料研究棟における汚染事故に関する根本的な原因に係る対策を踏まえ、本点検を今

後部長が継続して定常的に確認することを品質目標に追加する改定を予定している。 

以 上 
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核燃料物質の取扱いに関する管理基準及び身体汚染が発生した場合の措置に関するガイドライン

の保安規定への関係付けについて 

核燃料物質の取扱いに関する管理基準については、燃料研究棟における汚染事故の発生原因を

踏まえ、同様の事故の再発防止を期するとともに核燃料物質を安全に取り扱うため、基準にすべ

き具体的な事項について、機構共通の管理基準として策定したものである。 

現在、各拠点において、管理基準に基づき関係要領等の制改正を実施しているところであり、

制改正した要領等については、各拠点の保安規定の下部要領として位置づけることとなる。 

身体汚染が発生した場合の措置に関するガイドラインについては、燃料研究棟における汚染事

故を踏まえ、放射性物質等による身体汚染が発生した場合の措置について、機構共通の基本的な

考え方及び留意点を示したものである。 

現在、各拠点において、ガイドラインに基づき関係要領等の制改正を実施しているところであ

り、制改正した要領等については、各拠点の保安規定の下部要領として位置づけることとなる。 

以 上 
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大洗研究開発センター燃料研究棟汚染事故における機構対策本部について

総
務
班

広
報
班

東
京
支
援
班

機構対策本部

支
援
Ｇ

情
報
班

総
括
班

現地対策本部

機能強化（統括機能の強化、人員補強、チーム設置）

総括Tm

情
報
班

現
場
対
応
班

外
部
対
応
班

広
報
班

緊
急
時
資
機
材

運
転
管
理
班

本部長 ：副理事長
副本部長：関係理事
本部付 ：関係部長・所長

支
援
班

緊
急
時
調
達
班

外部対応Tm

原因究明Tm

法令報告作成Tm

被ばく評価Tm

現場復旧Tm

情報集約・QA対応Tm作業者ケアTm

TL：安核部長

TL：総務部長

TL：基礎工GL

TL：大洗 部長

TL：核サ研副所長

TL：大洗 部長

TL：大洗副所長TL：大洗副所長
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大洗燃料研究棟における汚染についての原因究明に係る技術的検討プロセスについて

1. 組織体制

燃料研究棟における事故対策の組織として設置した現地対策本部の現場対応班の機能強化と

して、原因究明チームを設置し、樹脂製の袋破裂に係る原因究明作業を実施した。具体的な調査

及び技術的検討に携わったチームの主要構成員と協力者、外部専門家の一覧を表 1 に示す。プ

ルトニウムを扱う核燃料工学をはじめ、材料、照射、ガス分析、放射線科学等、原因究明に必要

な各専門分野から人選した。また、核燃料の化学全般に詳しい大学教授 1 名と、高分子材料の放

射線劣化に詳しい研究機関の研究者 1 名を外部の専門家として委嘱し、体制を補強した。 

2. 原因究明作業に係る技術的検討について

 原因究明のプロセス概略を図 1 に示す。チーム構成員と協力者及び担当理事（原子力科学研

究部門）からなる原因究明チーム会議を随時開催し、方針、計画、手法の策定と試験・評価

結果の技術的・科学的見地からの議論、計算過程のクロスチェックを行う場とした。

 貯蔵容器内容物に関して、帳票・記録類の追跡調査と、事故時の作業員からの状況聞き取り

及び退職者を含む燃料研究棟関係者の聞き取り調査の情報を元に、破裂原因となり得る 21 個

の基本事象を抽出した。事故や故障の原因分析で広く用いられる手法であるフォルトツリー

図を、原因究明チーム会議での議論により構築した（添付 1）。この際、外部専門家の意見も

参考にした。

 抽出した基本事象に関して、検証試験で定量的に評価する必要のある項目を定め、それぞれ

試験を行った（添付 2）。また、各種評価の基本データとなる同位体組成の経時変化、ヘリウ

ム生成量（α崩壊量）、樹脂製の袋の吸収線量、粉末粒子中のα線エネルギー減衰等を計算コ

ードにより評価した。この際、複数人で再計算してクロスチェックを行い、間違いがないこ

とを確認した。

 エポキシ樹脂のα線分解に関する検証試験では、水素を主成分としたガスが発生すること、

α線源として Cm 粉末を用いた加速試験により、密閉状態で内圧が明瞭に上昇する事実を確

認した。

 検証試験と計算評価により絞り込んだガス発生の 3 個の基本事象（エポキシ樹脂のα線分解、

ポリ容器のα線分解、粉末吸着水分のα線分解）に関して、貯蔵容器内容物の観察・分析に

より得られた事実を元に、ガス発生量の定量的評価を行った。その結果、エポキシ樹脂のα

線分解によるガス発生量が他の 2 つの基本事象に比べて格段に多く、内圧上昇と開封時の袋

破裂の主原因であると特定した。ガス発生量計算過程は複数人でクロスチェックを行い、間

違いがないことを確認した。

 事故時と同様の破損形態となる内圧範囲をγ線照射した袋の破裂再現試験により定めた結果

と、ガス発生量から計算により評価した事故時の内圧は合致しており、妥当な結果となった。

外部専門家へ破裂原因特定のプロセスと結果を説明し、妥当であるとの評価を得た。
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表 1 原因究明チーム主要構成員及び協力者、外部専門家一覧 
種 別 所 属 専門分野

A 
チーム

リーダー

原子力基礎工学研究センター

燃料・材料工学ディビジョン

燃料高温科学研究グループリーダー

核燃料工学

超ウラン元素化合物

α線自己照射損傷

B 
サブ

リーダー

核燃料サイクル工学研究所

プルトニウム燃料技術開発センター

燃料技術部 燃料技術開発課

核燃料工学

プルトニウム取扱

C 
チーム員

原子力基礎工学研究センター長 核物理・炉工学

D 
チーム員

原子力基礎工学研究センター

燃料・材料工学ディビジョン長

原子炉材料工学

材料照射

E 
チーム員

原子力基礎工学研究センター

燃料・材料工学ディビジョン

防食材料技術開発グループリーダー

原子力材料の腐食

γ線照射

F 
チーム員

原子力基礎工学研究センター

燃料・材料工学ディビジョン

照射材料工学研究グループリーダー

原子炉材料工学

材料照射

G 
チーム員

原子力基礎工学研究センター

燃料・材料工学ディビジョン

燃料高温科学研究グループ

核燃料工学

プルトニウム取扱

H 
チーム員

原子力基礎工学研究センター

軽水炉基盤技術開発ディビジョン

性能高度化技術開発グループリーダー

核燃料工学

プルトニウム取扱

I 
チーム員

原子力基礎工学研究センター

軽水炉基盤技術開発ディビジョン

性能高度化技術開発グループ

核燃料工学

プルトニウム取扱

J 
チーム員

原子力基礎工学研究センター

軽水炉基盤技術開発ディビジョン

性能高度化技術開発グループ

核燃料工学

プルトニウム取扱

K 
チーム員

原子力基礎工学研究センター

分離変換技術開発ディビジョン

MA 燃料サイクル技術開発グループ 

核燃料プロセス化学

プルトニウム取扱

L 
チーム員

物質科学研究センター

中性子材料解析研究ディビジョン

イメージング・分析技術研究グループ

He イオン照射 
ガス分析

M 
チーム員

次世代高速炉サイクル研究開発センター

設計・規格基準室

計算科学
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N 
協力者

大洗研究開発センター

福島燃料材料試験部次長

核燃料工学

プルトニウム取扱

O 
協力者

原子力基礎工学研究センター

副センター長

放射線科学

P 
協力者

原子力基礎工学研究センター

軽水炉基盤技術開発ディビジョン

炉工学

計算コード

Q 
協力者

原子力科学研究所長 核燃料工学

R 
外部専門家

東北大学多元物質科学研究所

教授

核燃料の化学

S 
外部専門家

量子科学技術研究開発機構

高崎量子応用研究所 上席研究員

高分子材料の

放射線劣化
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図 1 樹脂製の袋破裂に至る原因究明プロセス 
（アルファベットは表 1 に示した担当者を示す。下線を引いた者は主担当者。） 
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添付 1 樹脂製の袋の破裂に関わるフォルトツリー図 
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添付 2 樹脂製の袋破裂の原因究明に係る検証試験項目 

(1) エポキシ樹脂及びポリ容器のα線分解・ガス生成に関する試験 
･ エポキシ樹脂へα線を模擬した He（ヘリウム）イオン照射を行い、発生するガス種と量を

分析し、ガス発生の G 値（エネルギー付与 100eV あたり発生するガス分子の数）を評価し

た。

･ 念のため、エポキシ樹脂へのγ線照射による水素ガス発生量の分析も行い、α線分解に比べ

て無視できる程度であることを確認した。

･ 半減期の短い Cm（キュリウム）含有粉末とエポキシ樹脂を混合・固化し、樹脂の分解によ

る重量減少と、密閉状態でガス発生による内圧上昇を観察し、実際に内圧が上昇することを

確認するとともにガス発生の G 値を評価した。 
･ Pu の粉末と接触したポリ容器のα線分解を想定し、ポリ容器切断片へのヘリウムイオン照

射と発生ガスの分析を行い、G 値を評価した。 

(2) γ線照射による樹脂製の袋及びポリ容器の強度低下に関するもの 
･ 貯蔵期間中のγ線吸収線量の計算結果をもとに、樹脂製の袋切断片へのγ線照射を行い、強

度（引張強度と破断伸び）低下の線量依存性データを取得した。また、(3)の破裂試験で使

用するため、貯蔵期間中の吸収線量を模擬した樹脂製の袋へのγ線照射を行なった。

･ 輪切りにしたポリ容器に貯蔵期間中の吸収線量を模擬したγ線照射を行い、触感により有意

な脆化がないことを確認した。

(3) 樹脂製の袋の破裂現象に関するもの 
･ 事故時に破裂した樹脂製の袋の寸法・溶着箇所の観察結果に基づき、γ線照射した樹脂製の

袋を金属製容器で拘束した状態で加圧し、蓋を開ける動作を模擬した破裂試験を行い、事故

時に破裂した袋と同様の破損形態となる内圧範囲を推定した。
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大洗燃料研究棟における汚染に係る被ばく評価における技術的検討プロセスについて

1. 組織体制

燃料研究棟における事故対策の組織として設置した現地対策本部の現場対応班の機能強化と

して、被ばく評価チームを設置し、作業員の被ばく評価を実施した。具体的な調査及び技術的

検討に携わったチーム員、現地担当者及び協力者並びに外部専門家の一覧を表 1 に示す。個人

線量測定･評価をはじめ、放射線管理、放射線計測、環境放射能分析、線量評価研究等、被ばく

評価に必要な各専門分野から人選した。 

2. 被ばく評価関連作業に係る技術的検討について

 被ばく評価のプロセス概略を図 1 に示す。チーム員等による被ばく評価チーム会議を随

時開催し、方針･計画の策定、測定･評価方法の検討、実施結果の技術的･科学的見地から

の議論、計算過程の検証、実効線量及び等価線量の決定を行った。この際、必要に応じ

て外部専門家の意見を参考にした。

 被ばく評価関連作業を、放射線管理情報等の測定及び調査、内部被ばくに至った原因の

推定、量研 放医研からの内部被ばく線量評価に必要な情報の入手、実効線量及び等価線

量の評価の作業単位に細分した。作業の実施担当者は、チーム員等の専門性及び日常の

担当業務を考慮して、作業単位毎にチームリーダーが決定した。

 放射線管理情報等の測定及び調査では、108 号室内の線量当量率、スミヤ試料及びエネ

ルギースペクトルの測定、個人線量計ケースの表面密度及び量研 放医研で測定された身

体汚染の表面密度の調査、半面マスクの汚染状況の調査を行った。調査結果については

実施担当者が複数で検証を行い、妥当であることを確認した。

 内部被ばくに至った原因の推定では、洗い出した要因事象を基に、要因分析図で作業員

毎の原因を推定した。また、原因の推定に当たり、原子力科学研究所 放射線管理部次長

をリーダーとする被ばく評価タスクフォースを編成し、作業員及び放管員のインタビュ

ー、作業員が着用していた半面マスクの汚染状況の整理を行うとともに、半面マスクの

防護性能の検証試験を行った。推定原因についてはタスクフォース内で議論し、妥当で

あることを確認した。

 内部被ばく線量評価に当たり、量研 放医研が管理する、被ばく評価に必要なバイオアッ

セイ分析結果等の情報を適切な手続きの下で入手した。

 外部被ばく線量については、作業員が着用していた個人線量計を測定し、放射線管理情

報等と比較して測定値が妥当であることを確認した上で実効線量を評価した。また、皮

膚の被ばく線量については、表面汚染から被ばく線量を求める方法を採用し、放射線管

理情報等を基に等価線量を評価した。評価の過程は実施担当者が複数で検証を行い、間

違いがないことを確認した。

 内部被ばく線量については、内部被ばくに至った推定原因及び放射線管理情報等の調査

結果から、作業員が摂取した放射性物質の空気力学的放射能中央径（AMAD）及び吸収

タイプを評価した。摂取した放射性物質の AMAD 及び吸収タイプの評価結果を基に、吸

別添 7-2 

22



入摂取後の便中排泄割合及び実効線量係数を決定した。これらの情報及び量研 放医研か

ら入手した情報をもとに、作業員の摂取量を算出し内部被ばくによる実効線量を評価し

た。計算及び評価の過程は実施担当者が複数で検証を行い、間違いがないことを確認し

た。

 機構内においては、これら一連の工程における主要なポイント毎に、作業計画、実施結

果等をチームリーダーから現地対策本部長及び機構対策本部長に報告し、承認を得た。

表 1 被ばく評価チーム員等一覧 

チーム員等 所 属 専門分野（参考）

A 
チーム

リーダー

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

副所長 兼 放射線管理部長

個人線量測定・評価

環境放射能分析

放射線管理

B 
サブチーム

リーダー

原子力科学研究部門原子力科学研究所

放射線管理部長

個人線量測定・評価

放射線計測

放射線管理

C 
チーム員

原子力科学研究部門原子力科学研究所

放射線管理部次長

個人線量測定・評価

放射線計測

環境放射能分析

D 
チーム員

原子力科学研究部門原子力基礎工学研究センター

副センター長

線量評価研究

放射線計測

E 
チーム員

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

放射線管理部次長

個人線量測定・評価

環境放射能分析

放射線管理

F 
チーム員

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

放射線管理部線量計測課長

個人線量測定・評価

線量評価研究

G 
チーム員

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

放射線管理部線量計測課マネージャー

個人線量測定・評価

線量評価研究

H 
チーム員

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

放射線管理部環境監視課長

環境放射能分析

放射線計測

I 
現地担当者

大洗研究開発センター

安全管理部次長 兼 放射線管理第２課長

放射線管理

放射線計測

J 
現地担当者

大洗研究開発センター

安全管理部環境監視線量計測課長

個人線量測定・評価

放射線計測

環境放射能分析

K 
現地担当者

大洗研究開発センター

安全管理部環境監視線量計測課マネージャー

個人線量測定・評価

L 
現地担当者

大洗研究開発センター

安全管理部環境監視線量計測課員

個人線量測定・評価

放射線計測

M 
現地担当者

大洗研究開発センター

安全管理部放射線管理第１課長

放射線管理

放射線計測

N 
現地担当者

大洗研究開発センター

安全管理部放射線管理第１課マネージャー

放射線管理

放射線計測
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O 
現地担当者

大洗研究開発センター

安全管理部放射線管理第１課員

放射線管理

放射線計測

P 
現地担当者

大洗研究開発センター

安全管理部放射線管理第２課マネージャー

放射線管理

放射線計測

Q 
現地担当者

大洗研究開発センター

安全管理部放射線管理第２課員

放射線管理

放射線計測

R 
協力者

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

放射線管理部線量計測課員

個人線量測定・評価

線量評価研究

S 
協力者

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

放射線管理部放射線管理第１課マネージャー

放射線管理

放射線計測

T 
協力者

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

放射線管理部放射線管理第１課員

放射線管理

放射線計測

U 
協力者

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

放射線管理部放射線管理第２課技術副主幹

放射線管理

放射線計測

V 
協力者

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

放射線管理部環境監視課マネージャー

環境放射能分析

放射線計測

W 
協力者

バックエンド研究開発部門核燃料サイクル工学研究所

放射線管理部環境監視課員

環境放射能分析

放射線計測

X 
協力者

原子力科学研究部門原子力科学研究所

放射線管理部線量管理課員

個人線量測定・評価

線量評価研究

Y 
協力者

原子力科学研究部門原子力科学研究所

放射線管理部放射線計測技術課員

放射線計測

線量評価研究

Z 
協力者

原子力科学研究部門原子力基礎工学研究センター

環境・放射線科学ディビジョン放射線挙動解析研究グル

ープグループリーダー

線量評価研究

放射線計測

AA 
協力者

原子力科学研究部門原子力基礎工学研究センター

環境・放射線科学ディビジョン放射線挙動解析研究グル

ープ研究副主幹

線量評価研究

放射線計測

AB 
外部専門家

量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 

執行役 

個人線量測定・評価 

緊急被ばく医療 

AC 
外部専門家

量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 

計測･線量評価部長 

個人線量測定・評価 

緊急被ばく医療 

24



図 1  被ばく評価のプロセス 
（アルファベットは表 1 に示した担当者を示す。） 

作業計画作成
（Ａ-Ｈ）

（作業計画審査）

（結果検証）

線量決定
（Ａ-Ｈ）

被ばく評価Tm会議

被ばく評価Tm会議

外部専門家
の意見
（AB,AC）

線量評価
（Ａ-Ｈ,Ｊ-Ｌ,Ｒ,Ｖ,Ｗ,Ｚ,AA）

（方針・計画の策定）

（測定・評価方法検討）

被ばく評価Tm会議

被ばく評価Tm会議

開始

（全体評価）
被ばく評価Tm会議

上位の会議へ

量研放医研からの情報入手（Ｊ-Ｌ）
・バイオアッセイ分析結果等

個人線量計の測定（Ｂ,Ｃ,Ｘ,Ｙ）
放射線管理情報等の測定及び調査
・108号室線量当量率、スミヤ等の測定（Ｃ,Ｊ-Ｌ,Ｐ,Ｑ）
・個人線量計ケースの表面密度確認（Ｉ,Ｐ,Ｑ）
・被ばく評価に係る身体汚染の状況調査（Ｘ,Ｙ）
・半面マスクの汚染状況の測定（Ｊ-Ｌ,Ｍ-Ｏ）

内部被ばくに至った原因の推定
・要因分析図による原因分析（Ｃ,Ｄ,Ｊ）
・作業員及び放管員へのインタビュー（Ｃ,Ｎ,Ｊ）
・半面マスクの汚染状況の整理（Ｋ,Ｌ）
・半面マスクの防護性能の検証（Ｓ-Ｕ）

被ばく評価関連作業

外部専門家
の意見
（AB,AC）

外部専門家
の意見
（AB,AC）
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「核燃料物質の取扱いに関する管理基準」の策定に係る技術的検討プロセスについて

1. 「核燃料物質の取扱いに関する管理基準」のドラフトの検討について

(1) 組織体制 
 安全・核セキュリティ統括部が事務局となって、原子力科学研究所、核燃料サイクル工学研

究所で実際に核燃料物質を取扱っている部署の担当課長等をメンバーとする検討チームにより

本管理基準のドラフトを作成した。

所 属 専門分野（参考）

責任者 安全・核セキュリティ統括部 上級技術主席・部長 安全対策、放射線管

理

チーム員 原子力科学研究所 福島技術開発試験部 ＢＥＣＫ

Ｙ技術課長

核燃料取扱（使用施

設）

同 原子力科学研究所 バックエンド技術部 放射性廃

棄物管理第１課 マネージャー

核燃料取扱（使用施

設）

同 核燃料サイクル工学研究所 再処理技術開発センタ

ー 施設管理部 分析課長

核燃料取扱（再処理

施設）

同 核燃料サイクル工学研究所 プルトニウム燃料技術

開発センター 燃料技術部次長

核燃料取扱（使用施

設）

同 核燃料サイクル工学研究所 環境技術開発センター 

基盤技術研究開発部 核種移行研究グループマネー

ジャー

核燃料取扱（使用施

設）

事務局 安全・核セキュリティ統括部 次長 放射線管理、安全管

理

安全・核セキュリティ統括部 嘱託 核燃料取扱（再処理

施設）

(2) 技術的検討について 
 事務局において検討用の資料を作成し、検討チーム及び安全・核セキュリティ統括部内での

議論、会合において、以下の確認を行い中央安全審査・品質保証委員会に諮るドラフトを作成

した。

 大洗燃料研究棟汚染事象の原因、問題点等の確認

 IAEA、DOE のプルトニウム取扱・貯蔵関連資料 1、我が国の規制要求の確認

 上記確認結果を踏まえた管理基準ドラフトの作成と検討チーム内での議論、検討による

確認

 適宜、安全・核セキュリティ統括部内及び担当理事との議論、検討による確認

1 SAFTY REPORTS SERIES No.9, SAFE HANDLING AND STORAGE OF PLUTONIUM, 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA, 1998 

  DOE-STD-3013-2012, DOE STANDARD, STABILIZATION, PACKAGING, AND 
STORAGE OF PLUTONIUM-BEARING MATERIALS 
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2. 「核燃料物質の取扱いに関する管理基準」の中央安全審査・品質保証委員会での審議につい

て

(1) 組織体制 
 中央安全審査・品質保証委員会での審議は、同委員会の第二専門部会において、技術的な検

討を行った。管理基準について検討した際の第二専門部会の構成は以下の表のとおりである。

なお、中央安全審査・品質保証委員会は、委員長を安全・核セキュリティ統括担当理事とし、

各拠点の所長及び関係部長を委員とする委員会であり、審議事項の内、技術的な検討が必要な

場合には、専門部会 2にて行うこととしている。

所 属 専門分野（参考）

部会長 原子力科学研究所 所長 核燃料取扱（使用施

設）

部会長代理 核燃料サイクル工学研究所 副所長（プルトニウム

燃料技術開発センター長）

核燃料取扱（使用施

設）

部会委員 原子力科学研究所 副所長 安全対策、研究炉管

理

同 核燃料サイクル工学研究所 再処理技術開発センタ

ー 処理部長

核燃料取扱（再処理

施設）

同 安全研究センター 研究主席（燃料サイクル安全研

究ディビジョン サイクル安全研究グループリーダ

ー）

核燃料取扱（使用施

設）

専門委員 核燃料サイクル工学研究所 技術主席（再処理施設

核燃料取扱主任者）

核燃料取扱（再処理

施設）

オブザーバー 原子力科学研究部門 原子力基礎工学研究センター

軽水炉基盤技術開発ディビジョン 性能高度化技術

開発グループ 研究副主幹

核燃料取扱（使用施

設）

同 核燃料サイクル工学研究所 プルトニウム燃料技術

開発センター 環境プラント技術部 廃止措置技術

開発課 課長

核燃料取扱（使用施

設）

同 安全・核セキュリティ統括部 嘱託 研究炉管理

説明者 安全・核セキュリティ統括部 次長 放射線管理、安全管

理

同 安全・核セキュリティ統括部 嘱託 核燃料取扱（再処理

施設）

2 中央安全審査・品質保証委員会の専門部会は、第一から第四まで設置されており、各々の担当

は以下のとおり。

第一専門部会；原子炉等 第二専門部会；再処理、加工、核燃料物質の使用等

第三専門部会；品質保証関連 第四専門部会；事故、異常等対策関連
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(2) 技術的検討について 
 第二専門部会においては、管理基準のドラフト作成の考え方を含めその内容を説明し、部会

メンバーからのコメントを踏まえ修正した上で第二専門部会の了承を得た。第二専門部会での

審議結果は、中央安専審査・品質保証委員会においても審議され、了承された。

 管理基準のドラフト作成の考え方（①大洗燃料研究棟汚染事象の原因、問題点等を踏ま

えた内容であること、②IAEA、DOE のプルトニウム取扱・貯蔵関連資料、我が国の規

制要求を確認し、機構共通の管理基準として必要な内容であること）、ドラフトの内容の

説明及び審議

 専門部会でのコメントを踏まえた修正と確認

以 上

28



身体汚染が発生した場合の措置に関するガイドライン策定についての検討プロセスについて

1. 組織体制

大洗燃料研究棟を踏まえた身体汚染が発生した場合の措置に関するガイドラインについて、

放射線管理及び核燃料物質による汚染時の措置に詳しい現場の専門家等により構成されたワ

ーキンググループ（以下「WG」という。表 1 にメンバー一覧を示す。）を設置し技術的な検

討を含め対応した。

2. ガイドラインの検討プロセスについて

 ガイドラインの検討に必要となる知識や経験を有する放射線管理や施設の核燃料物質の管

理等の専門家により組織された WG により、会議を随時開催しガイドラインの内容を検討

した。

 検討にあたっては、以下の内容を踏まえ技術的な観点等を含め WG により検討した。

・燃料研究棟事故の被ばく防止の観点から問題点、対策を確認し必要な内容を反映

・各拠点における過去の経験等に基づく知見やそれらを踏まえた拠点における現状の要領等

を確認し参考となる内容を反映

・汚染等の緊急時対応や放射線防護について、NCRP などの国外レポートを確認し、参考と

なる内容を反映

・緊急被ばく医療に関する情報や国内の関連する情報を参考に手順等を検討、作成

・各 WG メンバーによる経験、知見に関して参考となる内容を反映 
 WG により作成したガイドラインについては、安全・核セキュリティ統括部内の確認、各拠

点への確認（業務連絡書で確認依頼）を行い、コメントを踏まえ最終的なガイドラインを策

定した。

表 1 ワーキンググループメンバー一覧 
所 属 専門分野（参考）

主査 大洗研究開発センター 安全管理部 

放射線管理第 1 課 課長 
放射線管理

メンバー 大洗研究開発センター 福島燃料材料試験部

集合体試験課 主査

核燃料物質及び施

設管理

同 大洗研究開発センター 安全管理部

放射線管理第 2 課 技術副主幹 
放射線管理

同 大洗研究開発センター 安全管理部

環境監視線量計測課 課長

放射線管理

被ばく管理

放射線計測

同 核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部

線量計測課 マネージャー

放射線管理

被ばく管理

緊急被ばく医療
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放射線計測 
同 核燃料サイクル工学研究所 プルトニウム燃料技術開発

センター 環境プラント技術部 
廃止措置技術開発課 マネージャー 

核燃料物質取扱い

及び管理 

同 核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 
放射線管理第 1 課 技術副主幹 

放射線管理 

同 核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 
放射線管理第 2 課 技術副主幹 

放射線管理 

同 原子力科学研究所 放射線管理部 
放射線管理第 2 課 技術副主幹 

放射線管理 

同 原子力科学研究所 バックエンド技術部 
廃止措置課 課長 

核燃料物質取扱い

及び管理 
同 原子力科学研究所 バックエンド技術部 

放射性廃棄物管理技術課 技術副主幹 
核燃料物質取扱い

及び管理 
 

以 上 
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